
○
総
務
省
令
第
七
十
二
号

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九

項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵

便
事
業
支
援
機
構
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
施
行
規
則

（
議
事
録
）

第
一
条

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
十
九
条
第
九
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ

て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び

場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
委
員
又
は
監
査
役
が
委
員
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
委
員
の
氏
名

四

法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
意
見
の
内
容
の
概
要

（
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
）

第
二
条

法
第
十
九
条
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
議
事
録
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

第
三
条

法
第
十
九
条
第
八
項
の
議
事
録
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便

事
業
支
援
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の



情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
置
か
れ
た
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表

示
し
た
も
の
を
、
機
構
の
本
店
に
お
い
て
閲
覧
又
は
謄
写
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
四
条

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力

装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
五
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式(第５条関係)

表

第 号

株 式 会 社 海 外 通 信 ・ 放 送 ・ 郵 便 事 業 支 援 機 構 法

第39条第１項の規定により立入検査をする職員の身分証明書

官 職

氏 名

年 月 日生

年 月 日発行

写 真

総務大臣 印

（押出スタンプ）

裏

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法（抄）

（報告の徴収等）

第39条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構から

その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業

場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人にこれを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

第44条 第39条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした

機構の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員

）、監査役又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とすること。
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